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公共調達における賄賂阻止メカニズム

池 田 康 弘

1 はじめに

本稿の目的は，議会川検査官（行政）（ヘ企業の 3層構造の枠組において，公共プロジェクト発注

の際，検査官－企業聞に起こる賄賂（3）の可能性を情報の非対称性の側面から説明し，モニタリング，ペ

ナルティおよび外部監査（市民オンブズマン）を用いて，賄賂阻止メカニズ、ムを構築することにある。

3層構造における賄賂モデルは， Laffontand Tirole (1991), Kofman and Lawarree (1996), 

細江（1994）等の先駆的業績が挙げられよう。とりわけ， Laffontand Tirole (1991）および細江（1994)

では行政を戦略的に行動する主体とみなし，モデルを展開しているo 昨今の度重なる贈収賄事件は，

行政をこのように自らの効用を最大にする主体と仮定することである程度の説明ができるであろう。

本稿では，行政主体である検査官を賄賂に応じる不正直なタイプとそれに応じない正直なタイプに分

けて考察する。

本稿のモデルの構造は，議会が企業に対して公共プロジェクトの費用を申告させる，あるいは契約

メニューの中からある契約を選択させることから始まる。理論の枠組は，プリンシパル・エージェン

ト理論であり，議会は公共プロジェクト発注に関する依頼人（プリンシパル）で，企業がそれを請負

う代理人（エージェント）であるo ここで問題となるのは，議会が企業の私的情報（技術水準や努力

の行動）を直接知り得ないことによる企業の虚偽申告の可能性，すなわち，費用の水増し申告の可能

性である。このようなことは，結局，財政逼迫という形で納税者としての国民に負担を強いることに

なり，社会厚生が減少することを意味する（九これを解消するためには，プリンシパル・エージェント

理論の文献では，誘因両立性制約と呼ばれる条件を課した契約メニューを企業に提示することが社会

的に最適であるとされているが，そこでは虚偽申告を排除できても，技術水準の高い企業にレント（超

過余剰）を与えてしまう結果となる。

(1) 本稿では，議会を，ある一定の予算内での公共プロジェクト発注決定の議決機関，およびその発注を行う執行機関
の長（市長，町長等）を含めた意思決定主体とし，さらにこのモデルにおける自らの効用を最大にする検査官とは異
なり，市民（国民）のために行動する主体とみなす。議会を発注議決機関とみなすこのモデルは地方自治法第2編第
6章第2節で定められた議会の権限に依拠しており，地方公共団体の公共調達を想定している。

( 2) 本稿のモデルでは行政を，企業の公共プロジェクトの費用について検査する技術担当官とし，検査官と呼ぶことに

する。
( 3) 本稿における「賄賂jは「公務員またはそれに準ずる者が企業に便宜をはからうことに対して受け取る不正な金銭

や物品あるいはその一連の行為」を意味する。
( 4) 公共調達では，通常，品質および費用（価格）が重要なテーマとなるが，本稿の主題が費用削減（社会厚生最大化）

と賄賂阻止メカニズムの構築であるため，品質の問題は考察から外している。
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本稿では，これに対して，議会が検査官を使って企業の私的情報を検査，報告させる（これをモニ

タリング（monitoring）という）モデルを用いる。これが3層構造（aThree-Tier Hierarchy Structure) 

の枠組である（九このときの状況として，公共プロジェクトの費用に関して企業が虚偽申告を行ってい

て，それが検査官によって把握された場合，そのまま検査官によって報告されると企業は虚偽申告の

答でペナルティを科されるとしよう。企業はそのとき，検査官に賄賂を贈り，「企業のタイプが把握で

きなかったjと報告してもらう。この場合，議会は公共プロジェクトの費用に関して企業の申告を信

じる以外に方法がない。これが各主体の保有する情報の非対称性から生じる賄賂の可能性である。

この賄賂に関してとくに問題な点は，検査官の賄賂行為に対しては確かな証拠（hardevidence）が

得られないことから何のペナルティも科すことができないことである。本稿のモデルにおいてなされ

たことは，検査官と企業で行われた賄賂が市民オンプズ、マン（6）等の外部監査主体によって確率的に発

覚することをモデルに組み込んだ、ことであり，それによって検査官および企業に対して，賄賂の罪で

ペナルティを科すことが可能になった点である。このような賄賂を阻止するモニタリング（実施）確

率，ペナルティ水準をデザインすることが議会の目的であるが，そのときファースト・ベストが達成

されることが本稿で示される。

本稿の構成は次の通りである。第2節では，基本モデルとベンチマークが示される。とくに2.2節で

は完全情報モデルにおけるブアースト・ベスト解が提示され， 2.3節では不完全情報モデルでの情報レ

ントとセカンドーベスト解の説明が行われる。第3節では，議会，検査官，企業の 3層に外部監査を

加えたモデルが提示され，ブアースト・ベストを達成するモニタリングとペナルティによる賄賂阻止

メカニズムが構築される。最後の第4節で，本稿での結論を要約し，残された問題について指摘する。

2 基本モデルとベンチマーク

2.1モデルと仮定

モデルにおける 3主体，議会，検査官，企業はすべてリスク中立的なプレイヤーとして考察を行う。

議会が企業に発注する公共プロジェクトの数量を 1に基準化し，その社会的価値をSとしよう。以下

に， 3主体に関する仮定を行っておこう。

企業に関する仮定

公共プロジェクトの建設にかかる企業の費用関数（7）を

C=/3-e (2-1) 

とする。ここでβは企業の技術パラメーター， eは企業による費用削減の努力水準であるoeミOとする。

( 5) すなわち，議会（プリンシパル）一検査官（エージェント）一企業（エージェント）の 3層構造である。これに対

して，議会（プリンシパル）一企業（エージェント）の構造は2層構造といわれる。
( 6) 正式な制度としてのオンプズマン（Ombudsman）は住民の行政に対する苦情処理・救済機関であり，多くは行政

権により任命されながら，かなり独立性の強い機関である。本稿で用いる市民オンプズマンは行政の不正を指摘是正
する住民の自主的団体である。詳細は，安藤（1994）を参照せよ。

( 7) 費用関数の形状は主に， Laffontand Tirole (1991）にしたがっている。
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企業の数は 1とし円簡単化のために，企業の技術パラメーターは 2つの値ムム（ /3く /3）をとり

うるとし，各々，効率的（生産性が高い），非効率的（生産性が低い）とする。プリンシパル・エージェ

ント理論にしたがって，技術ノfラメータ－ /3の値によって，企業をタイプ分けし，以後，企業の技術

パラメーターが丘のとき効率タイプ， 2のとき非効率タイプと呼ぶことにする。企業は努力 eを行う

と，公共プロジェクトの費用を削減できるが，それに伴ってコストがかかるとする。これを上述の公

共プロジェクトの費用との混乱を避けるために，不効用と呼ぶことにし，世（e）と表す。不効用サ（e）は

貨幣単位で測定可能とし，サ＇（・） >O, y,＂（・）＞ O，世（O)=Ofor Ve >O，すなわち，任意の非負のeに関

して，増加かつ厳密に凸とする。さらに後の分析のためにサベ・）＞Oを仮定する。

実現した公共プロジェクトの費用はすべてのプレイヤーに観察可能とする。企業は自己のタイプを

知っている，すなわち，私的情報を保有しているとし， 8がアドヴアースセレクション・パラメーター

となる。企業は公共プロジェクトの建設を請負い，費用削減の努力に対して完成した公共プロジェク

トの費用に加えて報酬が補償されるとしよう。これを t（貨幣単位）で表す。このことから効用水準

をUで表すと，企業の効用は

U=t一世（e) (2-2) 

となる。または，これを企業のレント（Rent）と呼ぶ。さらに，企業は公共プロジェクトの建設を請

負うときには，他の機会（例えば，民開発注のプロジェクト）での活動に参加することによって得ら

れる効用以上の効用を少なくとも保証されなければならないとしよう。これは留保効用と呼ばれるが，

簡単化のためにそれをゼ、ロに基準化しよう。したがって，企業がこの公共プロジェクトを請負うため

の条件は次のように示される。

U=t一世（e）ミO (2-3) 

(2-3）式は個人合理性制約（Individual Rationality Constraint：以下， IR），もしくは，参加制約

(Participation Constraint）と呼ばれる。

検査官に関する仮定

検査官は企業のタイプについてモニタリングを行い，所得を議会から受け取る。その所得を αとし

よう。また，企業の仮定の議論と同様に留保効用を定義し， dとする。効用をVで表すとすると，検

査官の効用（レント）は

V＝α－a (2-4) 

となる。検査官はモニタリングの制度の中で不可欠なプレイヤーとされ，少なくとも dの所得が支払

われなければならないとしよう。したがって，検査官の個人合理性制約 (IR）は

V（α）＝α－a註O (2-5) 

( 8) 本稿における公共調達は 1企業との随意契約を想定している。
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となる。また，検査官には賄賂に応じるタイプ，応じないタイプがあり，各々不正直タイプ，正直タ

イプと呼ぶことにする。

議会に関する仮定

第 1節で述べたように，議会は公共調達においてそのプロジェクトの費用に規制を加える。調達費

用を削減することで社会的費用を低く抑えるのである。したがって，議会は消費者（市民，納税者），

検査官，企業の効用の和，すなわち社会厚生（Social Welfare：以下， SW）を最大にするように公共

調達システムのデザインをする。社会厚生関数SWは次のように記述される。

SW=[S-(1 +A）（α＋t＋β－e)]+V+U (2-6) 

ここで， Aは公的資金を徴収する際にかかるシャドーコスト（shadowcost）である。 A>Oとする。右辺

の第 1項の［］の中身は，消費者（市民，納税者）の効用である口（2-6）式に，（2-2）式と（2-4）式を用い

てtとαを代入すると，事後の社会厚生関数は次のように表せる。

SW=S-(1 +A)(a＋サ（e）＋β－e)-AV-AU (2-7) 

(2-7）式は，議会の目的が検査官と企業にレントを残さないように社会厚生を最大にしなげればならな

いことを意味している。

2.2完全情報モデル

以上の仮定に基づいて本節では，完全情報モデルをベンチマーク（benchmark，基準）として考察

しておこう。

完全情報の下では，努力eは観察可能でタイプ（技術ノfラメーター） βは既知である。また，完全

情報であるがゆえに，検査官は必要とせず，（2-7）式の社会厚生関数は次のように書き換えられる。

SW=S-(1 +A）（サ（e）＋β－e)-AU

したがって，議会は完全情報の下では次の間題を解くことになる。

問題I 完全情報の下での社会厚生最大化

max SWニ max{S-(1 +A）（サ（e)+/1-e)-AU} 
{U, e} {U, e} 

s.t. U=t－ψ（e）二三O （βγm’s IR) 

問題Iの最大化問題の解の必要条件は次のようになる。

ψ＇（e*)=l, 

U=O i.e. t＊＝世（e*)

(2-8) 

(2-9) 

(2-10) 

(2-11) 

したがって，議会は社会厚生を最大化するような最適努力水準eヘすなわち，最適な費用水準 C*(=

β－e*) と最適報酬ド（＝サ（e*)) を契約メニューとして提示すればよい。なお，このときの解は
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ファーストベストと呼ばれる。

固定価格契約
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プリンシパル・エージェント理論は，情報の非対称性の問題を対象としている。本稿の文脈では，

情報の非保有者である議会がプリンシパルであり，企業（エージェント）の隠れた行動（Hidden

Action）と隠れた情報（HiddenInformation），すなわち，モラル・ハザードとアドヴアース・セレ

クションに直面している。この 2つの情報上の制約下において，まず，モラル・ハザードを解決する

手段を考えよう。このとき 3が既知とすると，議会は固定価格契約（FixedPrice Contract）の下で

の報酬

t(C）＝α－（C-C*) (2-12) 

を提示すればよい。ここで， α＝サ（e*),C*=/3一♂とする。 αは固定費である。企業はこのとき，自

己の効用

U＝α－（β－e-C＊）一世（e) (2-13) 

を最大にすれば， e三♂の努力を行使することになる。したがって，固定価格契約は企業に費用削減

のパーフェクトなインセンティプを与え，また議会にとって，企業の努力に対する観察を不必要にす

る。固定価格契約を設定することにより，情報上の制約をアドヴアース・セレクションだけに限定す

ることができる。よって，克服すべき問題を企業のタイプに関する情報の非対称性の問題として，以

後考察を行うことにする。なお，本稿では，企業の費用節減の努力に際して，経済環境の不確実性の

排除を仮定しておく。

2.3不完全情報モデル

第 1節で述べたように，議会一企業問の情報の非対称性は，企業の公共プロジェクトの費用に関し

て虚偽申告の可能性をもたらし，社会厚生が減少する。企業に真の費用を顕示させるためには，誘因

両立性制約 (IncentiveCompatiblity Constraint：以下， IC）および個人合理性制約 (IR）を課した

契約を契約メニューの中に組み込めばよいが，均衡では効率タイプの企業にレントを与えてしまう。

このレントは非対称情報に基づくことから，情報レント（InformativeRent）と呼ばれ，また，この

誘因両立メカニズムは上述の意味でセカンド・ベスト・パフォーマンスと呼ばれる。

情報の非対称性が存在するとき，企業のタイプは私的情報であり，議会には直接知られない。ただ

し，議会はこの企業のタイプに関する情報として確率 1-vで/3（効率タイプ），確率 1-vで/3（非効

率タイプ）の 2つのタイプであることを事前に知っているとする。ここで， vE(O,1), L.1/3=/3-J}_>O 

とする。企業はもちろん，自己のタイプを知っているが，議会にはそれが確率的に知られていること

を知っている。その意味で，企業のタイプに関する事前確率分布は両者にとって共有知識（Common

Knowledge）である。

企業のタイプは，効率タイプと非効率タイプであるから，議会は各々に対する契約メニューを用意

すればよい。したがって，契約メニューは効率タイプの企業に対する｛t（乏）， C（立）｝と非効率タイプの
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企業に対する ｛t(/3),C(/3）｝とに特定化できるヘ以下，各々簡単化のために， ｛t,C}, { t, C｝と記す。

各タイプが自己のタイプを選択したときの全業の効用は，費用関数 C=/3-eより e＝β－cであるか

ら， 11タイプ（効率タイプ）の企業に対して

立＝l_一世（乏－主）

βタイプ（非効率タイプ）の企業に対して

U=t一世（/3-C) 

と表される。これらの効用は，企業が自己のタイプを偽らずに申告したときの効用を意味する。これ

に対して，自己のタイプとは異なる選択を行った場合，すなわち，虚偽申告した場合の企業の効用は，

βタイプ（効率タイプ）の企業に対して

f一世（β－C)

βタイプ（非効率タイプ）の企業に対して

t一世（/3-C) 

と表せる。

以上から，誘因両立性制約 (IC）は，各タイプに対して

Jj_ = l_一世（豆一主）ミt一世（立－C)

U=t一世（/3-C）二三t一世Ct-c)

/j_’S IC 

f]'s IC 

(2-14) 

(2-15) 

となる。この意味は，他のタイプに対する契約を選択すること，すなわち，効率タイプの企業が非効

率タイプ用の契約（t,C）を，非効率タイプの企業が効率タイプ用の契約 （t,C）を選択することよりも

自己の真のタイプに対してデザインされた契約を選択した方が効用が低くならないということであ

る。したがって，企業は自己とは異なるタイプの企業の行動を真似はせず，自らの動機に基づいて自

己の真のタイプを顕示する。また，この誘因両立性制約の条件から，次のことが明らかになる。

補題2.1誘因両立性制約 (IC）を課した契約において，効率タイプの企業は相対的に低い費用で，非

効率タイプの企業は相対的に高い費用で，すなわち，各々の技術水準に応じた費用で公共プロジェク

卜の建設を行う。式で表すと次のようになる（10)0

立くβ＝今C（丘）ζ C（β）

( 9) これは， Myerson(1979）の顕示原理（revelationprinciple）によってその基準が与えられる。
(10) 証明は付録Aを参照せよ。
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次に，個人合理性制約 (IR）は各タイプに対して

U=t一世（β－C）二三O

U=t一世（/3-C）二三O

Ii’s IR 

/3's IR 

-7-

(2-16) 

(2-17) 

となる。既に述べたように，これは契約を拒否する場合よりも効用が低くならない条件であり，企業

が公共プロジェクトの参加において不利な状況に陥ることはないということを意味するo

議会は，確率 uで効率タイプの企業，確率 1-vで非効率タイプの企業であることがわかっているの

で，期待社会厚生（ExpectedSocial Welfare：以下， EW）は

EW=v[S-(1 +,1）｛世（e)+ /3-e }-,1 U] +(1-v )[S-(1 + ,1){ f(e) ＋β－e}-,1U] (2-18) 

と表せる。したがって，議会の目的は，誘因両立性制約（2-14), (2-15）式と個人合理性制約（2-16),

(2-17）式の下で（2-18）式で与えられる期待社会厚生EWを最大にする報酬と費用の組， （t,C）を求め

ることである。これを問題IIとして，整理して書くと次のようになる。

問題II 不完全情報の下での社会厚生最大化

maxEW=max{v[S-(1十,1）｛サ（e) + /3-e }-,1 U] 
{e,e} {e,e｝ 一

+(1-v)[S-(1 +,1）｛サ（e)+/3-e}-,1U]} (2-19) 

s.t. U=t一世（/3-C）ミt一世（β－C) /3' s IC (2-14) 

U=t一世（/3-C）逗t一世（β C) β’s IC (2-15) 

U=t一世（/3-C）ミO fj_' s IR (2-16) 

U=t一世（/3-C）二三O /3's IR (2-17) 

プリンシパル・エージェント理論によれば，非効率タイプの企業の誘因両立性制約と効率タイプの

企業の個人合理性制約が他の 2つの制約によって満たされることがよく知られている。したがって，

効率タイプの誘因両立性制約の（2-14）式と非効率タイプの個人合理性制約の（2-17）式の条件の下で問

題IIを解けばよいことになる。このとき，最適では効率タイプの企業の効用は

U＝φ（e) 

で非効率タイプの努力水準に依存する（11)0 他方，非効率タイプの企業の効用は最適において

U=O 

(2-20) 

(2-21) 

となる。この効率タイプの企業の効用 （［）（e）が情報レントである｛問。したがって，（2-20）と（2-21）を期

待社会厚生の（2-18）式に代入して，問題IIは次のように書き換えられる。

(11) ただし， <P(e）三世（e）－ψ（e-L1/3）とする。またφ（・）は増加関数である。
(12) 証明と解法は付録Cを参照せよ。
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問題II'

maxEW=max{v[S-(1 +il）｛世（e）＋β－e }-il(l)(e)] 
{e, e} {e, e｝ 一

+(1-v)[S-(1 +il）｛サ（e)+E-e}]} (2-22) 

ゆえに，この問題の解の必要条件は次のようになる（則。

ず（e＊本）＝1

ザ（e**)=l一戸vT-h-(l)＜吉村）

JoγS 

JoγS 

i.e. 6村ニe*

i.e. 吉本＊くe*

(2-23) 

(2-24) 

これらの解を問題 Iの解と比較すると，（2-23）式は効率タイプの企業の努力水準が完全情報のときと

同じである，すなわち， C**=C＊の費用水準であることを意味する。（2-24）式は非効率タイプの企業

の努力水準が完全情報のときより過少になり，すなわち，完全情報のときより公共プロジェクトの費

用が高くなる（C＊＊＞亡＊）ことを示しているo

3 賄賂阻止メカニズム

本節で行うことは，公共調達における賄賂の可能性の説明と，賄賂阻止メカニズムの構築である。

仮定に関しては， 2.1節の諸仮定をそのまま踏襲しつつ，随時必要な仮定を付け加えていく。

3.1ゲームのタイミングと賄賂阻止メカニズム

第 1節で述べたように，公共調達における賄賂は検査官と企業との間で起こりうる。本節では，こ

の賄賂を発見しうる外部監査として市民オンブズマンをモデ、ルに加える。この枠組をゲームのタイミ

ングとして定式化しておこう。図 1は，これをフローチャートで簡潔に説明したものである。

St，αgel.自然（Nature）が企業のタイプを決定し，企業が自己のタイプを認識する。確率 uでβ（効

率タイプ），確率 l-vでE＜非効率タイプ）とし，この確率分布はすべてのプレイヤーの共有知

識であるo

St，αge2.議会が検査官と企業に各々契約メニュー｛α（γ）， pA}' {C（β）， t（β）， Pf, m｝を提示するorは

検査官の報告を表し， γ＝｛丘，71,¢｝である0 ¢は企業のタイプが把握できなかったことを意味す

る。 αは検査官の所得でァに依存するo γ＝ゅのとき ao，ァ＝｛E,E}のとき α1と表そう。 pAは検

査官へのペナルテ1.,pfは企業へのペナルティである。 mはモニタリングの確率でm巴（0,1）と

する。 tとCは各々，企業への報酬と公共プロジェクトの費用である。

St，αge3.企業が自己のタイプを申告する（提示された契約メニューの中からある契約を選択する）。企

(13) 十分条件が満たされていることの証明は付録Bを参照せよ。
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3層構造と外部監査の枠組図l

ペ
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費
用
＋
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費
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業は選択した契約の費用まで削減努力を行い，公共プロジェクトを完成させる。費用はすべての

プレイヤーに観察され，公共プロジェクトの社会的価値をSとする。企業に報酬 tが支払われるo

Stαge4.検査官によるモニタリングが確率 mで実施される。実施されなかった場合には，虚偽申告を

した企業は効率タイプのとき t サ（乏－C），非効率タイプのとき Z一世（/3-ι）を得る。

Stαge5.モニタリングの結果が判明する。検査官は確率 Cで「企業のタイプを把握J，確率1-rで「タ

イプを把握できず」とする。確率 Cは自然が決定し， sE(O,1）とする。このとき，企業は検査官

によるモニタリング結果を観察できると仮定する。したがって，検査官のモニタリング結果がシ

グナル（signal)として機能する。これを記号 σで表し，観察シグナルと呼ぼう。

をσ＝｛β，d，ゆ｝と記す。

Stαge6.検査官により真のタイプが把握されたとき，企業が虚偽申告をしていた場合，企業は賄賂金

を提示する。タイプが把握されなかったとき，企業は賄賂金を提示しない。

Stage7.自然が検査官のタイプを決定し，検査官が自己のタイプを認識する。確率ごで正直タイプ，

確率 1－ごで不正直タイプとする。ごE(O,1）とするo

St，αge8.検査官が議会に企業のタイプを報告する。不正直タイプの検査官は， Stage6.で、賄賂金が提示

されたとき，それを受け取り（賄賂成立），「タイプを把握できず」（γ＝ゆ） と虚偽報告を行う。

一方，正直タイプの検査官は観察シグナルをそのまま報告し，企業は虚偽申告の磐でペナルティ

pfが科される。この検査官の報告をStage5.の観察シグナルと区別する意味で報告シグナルと呼

ぽう。それを γ＝｛.i，β，ゆ｝と記述する。

St，αge9.市民オンブズ、マンの外部監査により，確率 yで賄賂行為が発覚し，議会に通報されるa r巴

したがってそれ
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(0, 1）とする。検査官と企業に各々 pA,pfのペナルティが科される。このとき，虚偽申告を行っ

ていた企業のレント分を追徴金として徴収し，これに各々のタイプに対して g{t一世（β－C)}'

g{t－ψ（/3-C）｝の罰金を科すとしよう。 gは罰金率であり， gE[O,oo）とする。したがって，企

業は各々，レントに罰金を加えた（1+ g)[t一世（立－C)], (l+g)[_t-vr(/3－~）］のペナルティ pf

が科される。

以上のゲームのタイミングはゲームのプレイヤーの意思決定の手続きを示したものであり，メカニ

ズムと呼ばれる。

賄賂の動機と賄賂額の決定

このようなゲームの意思決定において，企業と検査官の賄賂の動機を考えておこう。上述のように，

企業は検査官のモニタリングによって虚偽申告が発見されたとき，賄賂を成立させるために検査官に

賄賂金bを提示する。検査官が不正直ならばこの賄賂に合意し，「タイプを把握できず」と報告される

（γニゆ）。このときの検査官の効用は，報告に対する所得と賄賂の合計で， α。＋bとなる。市民オン

プズマンによってこの賄賂が発覚した場合，検査官はペナルティ pAを科され，そのときの検査官の効

用は， α。＋b.:_ pAとなる。これから賄賂に応じたときの検査官の期待効用は， Stage9.で期待値をとっ

て，

α。＋b-rPA

となる。したがって，この期待効用が賄賂に応じなかったときの効用仇より少なくとも低くないとき

検査官は賄賂の動機がある。すなわち，

α。＋b－γ.pA-a1二三O (3-1) 

である。

次に，企業が賄賂金を提示するのは，提示したときの効用から提示しなかったときの効用を引いた

値が非負のときである。賄賂を提示した時の企業の期待効用は

t一世（立－ C）＋（ご－ごr-l)Pf－ ~b

となり，賄賂を提示しなかったときの企業の効用は

t一世（/3-C)-pf

となる。したがって，企業の賄賂の動機は

ご（l-r)Pf－ご/3注O (3-2) 

のときである。このとき，賄賂の合意による利益配分が問題となるが，これは両者の交渉の過程の中

で決まっていくものとしよう。簡単化のために，それはナッシュ交渉解によって決められ，交渉力は
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同じとし，利益は折半され，賄賂の額が決められるとしよう。すなわち，（3-1）の左辺＝ (3-2）の左辺

より

ao+b－γpA-a1＝ご（l-r)Pf－ごb

これを整理して，賄賂の額は次のように定まる。

b-L1α ＋（l-r） ~Pf十 rPA
1＋ご

(3-3) 

ここで， Lla＝αi-aoであり，検査官の所得のギャップとする。この決定式から検査官に対するペナル

ティ pA，企業に対するペナルティ pf，検査官の所得ギャップdαが大きければ大きいほど，賄賂の

額も大きくなることが分かる。これを命題として述べておく。

命題3.1インセンティブとペナルティによる賄賂の阻止

検査官および企業に対するペナルティおよび検査官への所得ギャップを大きくすれば，賄賂の額が

大きくなり，企業にとって賄賂の費用を高くせしめることができる。

ここで，不正直な検査官に収賄させないための条件を述べておこう。 Stage7.で、次の関係を満たして

いなければならない。

r（α。＋b-pA)+(l-y）（α。＋b）壬α1

すなわち，収賄したときの期待効用より，収賄しなかったときの期待効用が大きいときである。整理

すると

Lla二三b-rPA

である。これに（3-3）式を代入して整理し，さらに最適では等号で成立することから

Aα＝〔1－γ〕pf＿γpA (3-4) 

となる。

3.2賄賂阻止メカニズムの下での社会厚生最大化

3.1節で述べたインセンティプとペナルティによる賄賂阻止メカニズムの下で，議会はどのような契

約メニューを提示すれば良いであろうか。 2.3節で考察した不完全情報の下での契約と同様に，議会は

企業のタイプに対する情報の非対称性，アドヴアース・セレクションに直面している。したがって本

節では， 3層構造の下での誘因両立性制約 (JC）と個人合理性制約 (IR）を課した契約メニューを考

えなければならない。

まず，効率タイプの企業が虚偽申告（非効率タイプ用の契約を選択）したときの効用は， Stage4.ま

での期待効用であり，
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7一世（fl_-C)-ms[c;b+(l+c;r-c;)Pf] 

となる。上式に（3-3）式を代入して整理すると，効率タイプの企業が虚偽申告したときの効用は次のよ

うになる。

t－ψ（β－ C)-s(l + c;r) mPf一一笠－mLlαーよ三LmpA
- l+c; l+c; 1＋ご
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2層モデルと同様に一方，効率タイプの企業が正直申告したときの効用は，

U=i_一世（β－C)

Iま

立＝L：......ψ（立－豆）

足7一世（/3-C）ーと（1+tr) mPf一一笠－mLlaーよfr_ p 
l+c; l+c; 1＋ご

となる。以上から，効率タイプの企業の誘因両立性制約 (IC)

(3-5) 

も同様の方法で導出するとと導かれる。非効率タイプの企業の誘因両立性制約 (IC)

U=t－ψ（β－C) 

ミt一世（否＿C)-s(l + c;r) mPf一一笠：＿＿mLlaーよrr_mPA
一 － l+c; l+c; 1＋ご

(3-6) 

(3-7) 

(3-8) 

は2層構造のときと同様に，各々のタイプの企業に対して

IR 

IR 

/3' s 

β’s 

となる。個人合理性制約 (IR)

U=t一世（β－C）ミO

U=t一世（/3-C）注O

は， 2.1節で述べたように次のようになる。となる。また検査官の個人合理性制約 (IR)

(3-9) V＝α－ii二三O

は，3層構造におげる社会厚生関数は，（2-7）式で示されていたので，期待社会厚生（以下， E限）

Elil'3= v[S-(l + tt){ii＋世（三）十/3-e}-11V-11U] 

十（1-v)[S-(1十tt){ii十世（e）十/3-e}-11V-11U] (3-10) 

となる。したがって，このとき議会に課された問題は，誘因両立性制約 (IC）の（3-5), (3-6）式と個

人合理性制約 (IR）の（3-7), (3-8）式および検査官の個人合理性制約（3-9）式の下で（3-10）式の期待社

会厚生を最大にする (t,C, a, m, Pf, PA）の組を見つけることである。これを問題IIIとして述べ直すと

次のようになる。
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問題III 賄賂限止メカニズムの下での社会厚生最大化

maxE限＝max{v[S-(1+A){a＋サ（三）＋丘－i!_}-AV-AQ]
（互，司｛互，e}

+(1-v)[S-(1 +A){a十世（e）＋万－e}-AV-iU]} (3-10）’ 

s.t. U= t-1/1(/3-C）ミ7一世（/3一万）－ t(l +c;r) mPf _ _J_g__mLla＋よ~mPA (3-5) 
一一一一 - l+c; l+c; 1＋ご

Tl=t一世（万－c）ミt一世（万一C）ーと（1+c;r) mrーよ~mLla十よ~mPA (3 6) 
- - 1＋ご 1＋ご 1+~ 

U=t一世（/3-C）二三O (3-7) 

万＝t一世（/j-c）剖 (3-8) 

V＝α－a二三O (3-9) 

第 2節と同様に，効率タイプの企業のIR(3-7）式と非効率タイプのIC(3-6）式を排除して考え，問題

IIIは制約式（3-5），および（3-8），および（39）式の下で，（3-10）’式を解くことになる。準備として，議

論の簡単化のために，検査官のペナルティ pAを企業のペナルティ pfの額と同じにしよう。このとき

検査官への所得ギャップは Lla=(l-2,)Pfとなる。また賄賂が発覚したときの効率タイプの企業のペ

ナルティは， Pf=(l+g)[t一世（乏－c)Jとしたので，これらを（3-5）式に代入して整理すると，効率タ

イプの企業の誘因両立性制約は次のようになる。

立与t一世（立－C)-tm(l + g)[t一世（立－C)]

すなわち，

Uミu＋φ（e)-tm(l+ g)[ u + (l)(e)] 

(3-11) 

(3-12) 

となる。ただし， (l)(e）＝サ（e）一世（e-Llβ）である。最適において，制約条件式は等号で成立するので，

U=O, V=O，および（3-12）式は次のようになる。

U＝φ（e)-tm(l+g）φ（e) (3-13) 

これらを（3-10）式に代入して，問題IIIは次のように言い換えることができる。

問題III'

maxE限＝max{v[S-(1+A){a十世（三）＋乏一三｝－A{(l)(e)-tm(l + g)(l)(e)}] 
{e, e} {e, e} 

十（l-v)[S一（1+A){a十世（e）十β－e}]} (3-14) 

この最大化問題の解の必要条件は次のようになる。

世＇（e料＊）＝l

ず（吉川

forβ （3-15) 

forβ （3-16) 



-14- 経済論究第 98 号

(3-15）式を満たす e＊料は，効率タイプの企業の最適努力水準を表し，これは完全情報のときの努力水

準と同じレベルである。（3-16）式を満たすe＊＊事は非効率タイプの企業の最適努力水準を表している

が，その第2項と第3項が相殺されれば，完全情報のときの最適努力水準（ファースト・ベスト）が

達成される。係数のパラメーターはすべて正の範囲にあるので，ファーストベスト解を達成する条件

として

一、、，ノ
一

g
1
一＋Z

E

－
 

－』

rιd
m
 

(3-17) 

が得られる。また，この条件により効率タイプの企業のレント（3-13）式もゼロになっていることがわ

かる。

以上を命題として述べると次のようになる。

命題3.2公共調達における賄賂限止メカニズムは（3-17）式を満たすモニタリング確率とペナルティ水

準の組によってファーストベストを達成する。

なお，この賄賂阻止メカニズムにおける契約では，企業が正直に自己のタイプを申告することから，

モニタリングやペナルティが実際には脅し（threat）としてだけ機能している。この経済学的インプリ

ケーションはこのようなメカニズムを制度として確立することにより，最適な制度が構築されること

を意味している。

4 おわりに

本稿では，公共調達における賄賂問題を情報の非対称性の側面から分析し，賄賂阻止メカニズムを

構築した。そこでは，（3-17）式を満たすべナルティ水準とモニタリング確率の組によってブアースト

ベスト解が達成されることが示された。モニタリングとペナルティを用いた賄賂問題は，細江（1994)

で行政主体の戦略的行動を仮定した外部監査を用いないモデルとして展開されているが，ブアースト

ベストには至っていない。不完全情報下の契約においてブアーストベストを達成する例として企業内

のチーム生産の文脈ではあるが， Holmstrom(1982）が2層モデルで展開している。

本稿のモデルは議会，検査官，企業の 3層モデルではあるが，中間エージェントである検査官の正

直または不正直のタイプを外生的に確率で与えている点でいえば，実質的には2層モデルといえるで

あろう。その意味で， Holmstrom(1982）と同様の結果が得られたと考えられる。また，ペナルティ

水準に上限がないと仮定した点は，現実的には無理があるかもしれない。しかしながら，本稿では外

部監査，市民オンプズマンを外生的に与えたことによってファースト・ベストを達成できたことは公

共調達システムのあり方に何らかの指針を与えたといえよう。

本研究では，とりわげ，行政，企業聞に起こる賄賂問題を取り扱ったが，現実問題として，国会議

員をはじめとする代議士と企業の賄賂問題は周知の事実であろう。議会議員と企業の賄賂の可能性の
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検証とその阻止メカニズムの構築は今後の課題としたい。

付録

A 補題 1の証明

(2-14), (2-15）式の誘因両立性制約 (IC）を辺々加えると

サ（丘－ C）＋サ（/3 －宣）一世（立－~）一世（/3-C）ミO

これを計算すると，

L.H.S＝［サ（β－主）－vr(/3-C）］－［サ（立一三）一世（丘－C)]

= Ice yr＇（万一C)dc-fcc yr＇（丘一C)dC

イ［yr＇（万一C）一向－C）］κ

= !cclp yr"（β－C）必心O

であるo ここで，サ＂（・）＞ O,/1くβより

1P yr"（β－C)d凶

であるから，（A-2）式と（A-3）式の符号が非負ということ，および乏くβより，

CくC

となる。以上により，

11くβ坊主くC

が成り立つ。

B <P（・）が増加かつ凸であることの証明

φ（e）ニサ（e）一世（e-Llβ），およびyr"（・）＞Oの仮定より，世＇（・）は増加関数であり，

φ＇（e）＝ザ（e)-yr'(e-Llβ）＞O 

となる。したがってφ（・）は増加関数である。

また，世＂＇（・）二三 Oの仮定より， yr"（・）は増加関数であり，

<P"'( e）ニ yr"(e )-yr"( e -Ll/3) > 0 

となる。したがってφ（・）は凸関数である。
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(B-1) 

(B-2) 
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なお， tb（・）が凸であることにより，目的関数である社会厚生関数が凹関数であることが保証される。

C 問題IIの解法と制約条件（2-15), (2-16）式の省略（非拘束）の証明

まず，第1に，効率タイプのIC(2-14）式と非効率タイプのよR(2-17）式を用いて，効率タイプのIR

(2-16）式が省略できる（すなわち，非拘束的に成り立つ）ことを示そう。効率タイプの誘因両立性制

約（214）式，非効率タイプの個人合理性制約（2-17）式および，サ＇（・）＞ Oの仮定により，

U二三t一世（β－C)

与サ（β－C）一世（乏－C)

>O (C-1) 

U>Oならば，（2-16）式， UミOが成り立つので，したがって効率タイプの個人合理性制約（2-16）式は，

効率タイプの誘因両立性制約（2-14）式と非効率タイプの個人合理性制約（2-17）式で省略できることが

言える。

第2に，効率タイプのJC,(2-14）式と非効率タイプのIR,(2-17）式のもとでの問題IIの解が非効率

タイプのJC,(2-15）式を満たすことを明示しよう。まず，効率タイプの企業のJC,(2 14）式を展開し

ていくと，

Uミt一世（/3-C)

=t一世（β－C）一世（β－C）一世（β－C)

=U十世（β－C）一世（/3-/3+e)

ニ U十世（e）一世（e-ilβ）

=U＋φ（e) 

となる。ここで， φ（e）三世（e）一世（e-ilβ）' il/3三/3－βとする。したがって，効率タイプの企業のIC,

(2-14）式は

U二三u＋φ（e) (C-2) 

と書き換えられる。最適において，非効率タイプの企業のよR,(2-17）式は等号で成立して U=O，効

率タイプの企業のIC,(C-2）も等号で成立し， U=U＋φ（e）となる。 U=Oであるから，最適では，

効率タイプの企業の効用は U＝φ（e）のレントを得ることになる。問題II’の解（2-23),(2-24）式より，

Eく互が成り立ち， /3-Cく／｝＿－£ となる。これを変形して C-C>/3－β となり， β＞βの仮定より C

＞主でなければならない。これより， β－cくβ－£が成り立ち， φ（・）＞Oの仮定により，

φ（/3-C）く＠（β－C)

が成り立つ。

次に，非効率タイプの企業の誘因両立性制約 (JC), (2-15）式を展開していくと，

Uミt一世（/3-C)

( C-3) 
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=J_一世（/j_－宣）一世（β－豆）十世（丘一主）

=U一｛世（β－C）一世（(3-C－β＋β）｝

=U－｛サ（β－C）一世（/3-C-il/3)}

= U-(1)((3-C) 

したがって，非効率タイプの企業の誘因両立性制約 (IC）は

U二三 U-(1)((3-C) 

と書き換えられ，最適では， U=Oおよび（C-4）式の等号成立，また U＝φ（e)= (J)（β－C）より

0詮 (J)（β－ C)-(1)((3-C) 

すなわち，

(1)((3-C）豆(1)((3-C) 

となる。

( C-4) 

(C-5) 

したがって，（C-5）式は，（C-3）式によって満たされることが分かる。すなわち，効率タイプの企

業のIC,(2-14）式と非効率タイプの企業のIR,(2-17）式によって非効率タイプの企業のJC,(2-15）式

は省略できる。
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